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中 高 層 建 物 直 結 給 水 指 針                 

１． はじめに 

 平成１３年度から５階までの建物への直結直圧給水及び､１０階までの建物へ

の直結増圧給水を実施しておりますが今回､水道用直結加圧型ポンプユニット機

器の進歩により１４階程度までの建物について直結増圧給水の対象を拡大し、受

水槽における衛生問題の解消、省エネルギーの推進、設置スペースの有効利用等

を図ることとする。 

 

２． 基本的な考え方 

 直結給水は末端の給水栓までであり、戸建て住宅等との取扱と同じ一需要者一

契約を基本とし、公平性を保つため諸制度の見直しを行ない給水サービスの向上

に努める。 

 

３． 給水条件 

 直結給水システムを拡大するにあたり、当面は現有施設で直結給水に必要な最

小動水圧、及び配水能力等を考慮し、配水管に影響を与えないよう以下の条件に

より実施する。 

 

１． 対象地域 

 ５階までの建物に直結直圧で給水する対象地域は 0.30ＭＰａ以上の最小動

水圧が確保されてある地域とし、１４階程度までの建物に直結増圧で給水す

る対象地域は 0.15ＭＰａ以上の最小動水圧が確保されてある地域とする。 

 

２． 対象建物 

 対象建物は、集合住宅、事務所ビル、店舗等とし、災害時、事故等による

水道の断減水にも給水の確保（貯水機能）を必要とする建物、又は毒物、劇

物等の危険な化学物質を製造、加工又は貯蔵を行なう工場等は対象外とする。 

（例）病院、学校、ホテル、２４時間営業施設、薬品工場等 

 

３． 分岐対象配水管・分岐給水管口径 

 分岐可能な配水管は口径は７５㎜～３５０㎜まで、分岐給水管は口径７５

㎜以下とし、同口径の分岐は認めない。 

 

４． 計画一日最大給水量 

 一建物での計画一日最大給水量は､配水管網整備状況や配水能力を考慮し､

配水管に影響を与えない６０㎥程度までを目安に直結給水を可能とする。 

 

５． 計量・徴収方法 

 各世帯毎を一給水装置とし水栓番号を付番し、給水契約を行なう。 

 建物内部のパイプシャフト内に市が水道メーター（平型メーター）を設置

し、各世帯毎に計量を行ない、口座振替による料金徴収を行なう。 

 

６． 水道加入金・建築物開発負担金 

 加入金は、一給水装置毎に給水管の口径（水道メーター口径）区分で徴収
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する。 

 

７． 給水装置の一部材料の指定等 

 配水管分岐箇所から敷地内の建物外壁埋設部までは、材料及び施工方法等

について指定を行なう。 

 

８． 修繕区分 

 市費での修繕範囲を宅地内に設置する第一止水栓までとする。 

 

９． 逆流防止対策 

 直結増圧設備は、建物が中高層となるため、より安全な逆流防止対策を講

じる必要があることから、直結増圧設備の上流側に減圧式逆流防止器を設置

した構造とする。 

 

１０． 直結増圧設備の構造と維持管理 

 直結増圧設備は、給水装置の構造及び材質の基準に適合しているものを使

用することとし、１年に１回以上の定期点検を行なうよう指導する。 

 また、定期点検と保守管理の徹底を図るため、給水装置の維持管理責任者

を定め、管理責任者等の連絡先を標示板に記入し、直結増圧装置の緊急時に

迅速かつ的確な対応ができるよう指導を行なう。 

 

１１． 既設施設からの改造 

 既設受水槽式給水から直結給水に変更する場合は、直結給水の効果を充分

発揮させるため、既設配管等を考慮すると共に、高置水槽を経由しない給水

方式を原則とするよう指導を行なう。 

 

１２． 事前協議制度 

 直結給水の申し込みは事前協議を必要とし、直結給水の要望箇所が、可能

な地域かどうか事前に調査、検討し申請者に回答を行なう。 

 

１３． 実施期間 

１．平成１３年４月１日より実施する。 

２．平成１９年７月１日より実施する。 

３．令和８年４月１日より実施する。 
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中高層建物直結給水取扱要綱 

 

１． 目 的 

 

 この要綱は、直結給水対象範囲の拡大に伴う給水装置の設計及び施工に関して必要事項を

定め、給水サービスの向上と給水装置工事の適正な施行を図ることを目的とする。 

 

(1)  水道水の安定供給を図りつつ直結給水対象範囲を拡大することにより、小規模受水槽

の衛生問題の解消、省エネルギーの推進、設置スペースの有効利用等など「給水サービ

スの向上」に寄与することを目的とする。 

(2)  この要綱に明記されていないものについては「給水装置工事設計施行基準」（以下「施

行基準」という。）等によるものとする。 

 

２． 定 義 

 

 直結給水とは、中高層建物に対して配水管の水圧を利用して直接給水する方式（直結直圧

式）と、給水管の途中に増圧設備を設置し給水する方式（直結増圧式）をいう。 

 

 

                                            直結直圧式    （５階建物まで） 

  

               直結給水方式 

 

                                            直結増圧式    （１４階程度の建物まで） 

 

３． 適用要件 

３．１ 対象地域 

 

 直結給水の対象地域は、配水管水圧が本要綱に定める水圧を確保できる地域とする。 

 

(1)  直結給水対象地域は、現状及び将来とも必要水圧を安定的かつ継続的に確保可能と判

断できる地域とする。 

 

３．２ 事前協議 

 

 申請者は、事前協議申請書を塩竈市（以下「市」という。）に提出し、市は直結給水の可否

を調査・検討し、申請者と協議を行う。申請者は協議の結果に基づき、給水装置の設計を行

い本協議を行う。 

 

(1)  本協議前に、市と事前協議申請書により協議を行うこと。 

(2)  事前協議の内容は、受付・事前調査・水理計算に用いる配水管動水圧の決定・回答か

らなる。 

(3)  事前協議の結果に基づき市は、当該建物の水理計算に用いる配水管動水圧を決定する。 

(4)  事前協議の申請から回答までは３週間程度必要とするので、早めの協議が必要となる。 
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(5)  建物規模・用途等に変更がある場合、又は回答後２年を経過した物件は再協議が必要

となる。 

 

◎ 事前協議事務処理フロー 

 

  事 

  前     申請（様式第１号） 

  協                              上 水 道 課    直結給水事前調査結果書 

  議                              給 水 装 置 係           （ 様 式 第 ２ 号 ）            

  申     回答（様式第３号） 

  請        

  者 

 

※  工事竣工後、一連の関係書類は給水装置係にて一給水装置毎に一括整理保管する。 

 

３．３ 配水管水圧 

 

 水理計算に用いる配水管水圧は、以下によること。 

１．  直結直圧式は、０．３０MPa以上の最小動水圧が確保されている地域とする。 

２．  直結増圧式は、０．１５MPa以上の最小動水圧が確保されている地域とする。 

 

(1)  給水区域によって配水管水圧が異なるため、以下の水圧を基本とする。 

(2)  直結直圧式 

① ０．３０MPa 以上の最小動水圧が確保されている地域は５階まで可能。 

② ０．２５～０．３０MPa未満の最小動水圧が確保されている地域は４階まで可能。 

③ ０．２０～０．２５MPa未満の最小動水圧が確保されている地域は３階まで可能。 

 

３．４ 分岐対象配水管（被分岐管） 

 

 直結給水の分岐可能な配水管は、口径７５㎜以上とし、同口径取出しは認めない。 

 

(1)  口径５０㎜からの４・５階への直結給水方式は、管網計算上水量不足となるためでき

ない。 

(2)  口径５０㎜で管網を形成している場合は、３階建て小規模建物等への直結給水方式は

認められる。 

(3)  口径５０㎜で管網を形成していない場合は、３階建て小規模建物等への直結給水方式

は認められない。 

 なお、専用住宅に限り直結給水方式は認められる。 

(4)  老朽管等による水量、水圧が不安定な配水管からの分岐は、事前協議時に調査・検討

し可否について回答する。 

(5)  私給水管（共用管）は、一般住宅を供給目的とした管口径で設計・施工されており、

中高層住宅への供給条件等を考慮していないため、分岐は認められない。 

(6)  私給水管（共用管）のうち、分岐している給水装置所有者の全てが申請者と同一の場

合で、本要綱等の条件を満たし、水理計算上可能な場合は分岐を認める。 
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３．５ 分岐給水管 

 

 分岐給水管は、口径７５㎜以下とする。 

 

(1)  配水管に影響を及ぼさない口径を考慮し、配水管より１段落ちまでの口径、行き止ま

り管の場合は、２段落ちまでの口径とし、最大分岐給水管口径は７５㎜とする。 

(2)  直結式の建物が集中して複数棟建設される場合は、事前協議時に別途、管網・分岐口

径等を検討する。 

 

３．６ 給水階高・対象建物 

 

１． 給水階高 

(1) 直結直圧式は５階までとする。 

(2) 直結増圧式は１４階程度までとする。 

２． 計画一日最大給水量 

 対象建物の計画一日最大給水量（以下「計画使用水量」という。）は、配水管網整

備状況や配水能力を考慮し､配水管に影響を与えない６０㎥程度までを目安とする。 

３． 対象建物は、下記の給水条件を除く建物とする。 

(1)  災害時、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な建物。 

(2)  一時に多量の水を使用するとき、又は使用水量の変動が大きいときなど、配水管の

水圧低下を引き起こすおそれがある建物。 

(3)  配水管の水圧変動に関わらず、常時一定の水量・水圧を必要とする場合。 

(4)  有毒薬品を使用する工場など、逆流によって配水管の水を汚染するおそれのある建

物。 

(5)  申請時に使用用途不明な区画がある建物。 

 

(1)  直結直圧式は、配水管の配水能力及び水理計算により５階までの建物とし、計画使用

水量は配水管に影響を与えない６０㎥程度までを目安とする。 

(2)  直結増圧式は、増圧設備に使用するポンプ（日本水道協会規格）性能により１４階程

度までの建物とし、計画使用水量は配水管に影響を与えない６０㎥程度までを目安とす

る。 

(3)  直結給水方式は、災害・事故等による水道の断減水時にも、給水の確保（貯水機能）

が必要な建物には必ずしも適当ではないので、設計にあたっては建築用途を十分踏まえ

て最適な給水方式を採用することが必要である。 

(4)  ２４時間営業施設であっても、小規模店舗（一般の用途に属する日常生活に密着する

営業の用に供するもの）等は、直結給水とすることができる。 

(5)  対象外の建物の例 

 病院・医院、学校、ホテル、飲食店中心の雑居ビル、２４時間営業施設、クリーニン

グ店、写真及び印刷・製版、メッキ工場、石油化学工場、理化学研究施設、生物科学研

究施設、染色、食品加工、興業場、食品冷凍機・電子計算機冷却用水等を必要とするも

の。 
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４．設計の基本条件 

４．１ 計画使用水量の決定 

 

１．  計画使用水量は、給水管の口径、直結増圧設備といった給水装置系統の主要諸元を計

画する際の基礎となるものであり、建設物の用途及び水の使用用途、使用人数、給水栓

の数等を考慮した上で決定すること。 

２．  同時使用水量の算定にあたっては、各種算定方法の特徴を踏まえ、使用実態に応じた

方法を選択すること。なお、集合住宅の同時使用水量（瞬時最大使用水量）の決定にあ

たっては、施行基準「２．３計画使用水量及び給水管の口径」の算出方法を参考とする

こと。 

 

(1)  計画使用水量は、給水装置の形態や給水方式によって異なるので、それぞれに対応し

た水量を設定すること。また、過度にならない範囲で安全サイドに立った計算方法によ

ること。 

(2)  直結給水における計画使用水量は、給水器具の同時使用の割合を十分考慮して実態に

合った水量を設定することが必要である。 

 

４．２ 給水管口径の決定 

 

１．  給水管の口径は、配水管の水量、水圧などの供給能力の範囲で、計画使用水量を供給

できる大きさとすること。 

２．  給水管の管内流速は、２m／sec以下となる給水管口径とすること。 

３．  給水用具の取付部において、必要水圧について十分考慮したものであること。 

 

(1)  給水管の口径は、別に定める配水管の水圧において、計画使用水量を十分に供給でき

るもので、かつ経済性も考慮した合理的な大きさとするが、将来の使用水量の増加、配

水管の水圧変動等を考慮してある程度の余裕水頭を確保しておく必要がある。 

 増圧式の場合は、計画使用水量を供給できる増圧設備を選定し、さらにその水量に応

じた給水管の口径を決定すること。 

(2)  給水管口径が使用水量に比べて過小な場合、流速が増加し、ウォーターハンマーによ

る騒音、管路や器具の損傷が考えられるため、既存建物の改造等やむを得ない場合を除

き、管内流速は２ｍ／sec 以下となる口径とする。（動水勾配と瞬時最大使用水量の早見

表は、施行基準「２．５  給水管の口径の決定」参照） 

 

４．３ 所要水頭の計算 

４．３．１ 直結直圧式の計算 

 

直結直圧式における所要水頭の計算は、下記による。 

１． 給水装置全体の所要水頭  ≦  配水管の水圧（水圧を水頭に変換する） 

  （給水装置全体の所要水頭  ＝  水理計算による摩擦損失水頭＋給水装置立上がり高さ） 

 

(1)  給水装置の立上がり高さとは、配水管と給水管の分岐点から水理計算上の末端給水用

具、もしくは最高位給水用具までの垂直距離をいう。 
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４．３．２ 直結増圧式の計算 

 

１． 増圧設備の全揚程は次の計算によること。 

 

Ｐ＝（Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３＋Ｐ７）－Ｐ０ 

 

Ｐ  ：全揚程（増圧設備増圧分） 

Ｐ０：設計水圧（配水管水圧） 

Ｐ１：配水管と増圧設備の高低差 

Ｐ２：減圧式逆流防止器一次側の給水器具の圧力損失 

Ｐ３：減圧式逆流防止器及び増圧設備の圧力損失 

Ｐ４：増圧設備二次側の給水器具の圧力損失 

Ｐ５：末端最高位の器具を使用するための必要最小動水圧 

Ｐ６：増圧設備と末端最高位の器具との高低差による圧力損失 

Ｐ７：吐出圧力設定値（＝Ｐ４＋Ｐ５＋Ｐ６） 

 

 

 

 

                                                                    Ｐ４ 

 

                                                                    Ｐ５ 

 

 

                                                                            Ｐ７ 

                                                      Ｐ２   

                                                                    Ｐ６ 

                                                                                    

    Ｐ０                                            Ｐ３ 

 

                 

 

                                               Ｐ  

                                                                            ＧＬ 

                                                                    Ｐ１ 

 

                                                       

                                                                                            

  

＊  直結増圧式は、配水管の水圧では給水できない中高層建物において、末端最高位の給水

用具を使用するために必要な圧力を増圧設備により補い、これを使用できるようにするも

のである。ここで、増圧設備の吐水圧は、末端最高位の給水用具を使用するために必要な

圧力を確保できるように設定する。 
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５．中高層建物の給水装置 

５．１ 給水装置の構造 

 

１．  配水管から分岐し敷地内に引込む給水管に、敷地内から１．５ｍの位置に仕切弁、ま

たは止水栓（第一止水栓）を設置すること。 

２．  各世帯毎にメーターを設置すること。 

３．  非常用水栓、共用栓等を設置する場合は、個別にメーターを設置すること。 

４．  給水主管は余裕のある給水管口径とすること。 

５．  凍結のおそれのある場所にあっては、有効な凍結防止を講じること。 

６．  給水主管の立上がり管の最上部には、止水器具、及び空気弁を設置すること。なお、

設置にあたっては作動状況が外部から確認できるよう配慮すること。 

７．  高置水槽への直結給水はできない。 

８．  増圧設備に使用するポンプは、構造材質の基準に適合する水道用直結加圧型ポンプユ

ニット（日本水道協会規格  ＪＷＷＡ  Ｂ  １３０）を使用すること。 

９．  直結増圧式の給水装置の水圧は、最下階で０．６MPaを超えないこと。 

 

(1) メーター設置場所は、建物内部のパイプシャフト内に各世帯毎に設置すること。また、

一棟が全て同一所有者が使用する専用住宅、及び事務所ビル（自社ビル）等の場合は、

メーターを建物外部に設置することができる。 

(2) 災害時・配水管減圧時・停電時等、不測の事態においても給水の確保ができるように

非常用水栓を設置すること。 

(3) 給水主管の立上がり管は、管の摩擦損失水頭の低減化と凍結防止の観点から余裕のあ

る口径とすること。また、維持管理を考慮し、給水主管立上がり毎に仕切弁を設置する

こと。 

(4) パイプシャフト内の給水主管より分岐される給水管は、凍結のおそれがあるため必要

な防寒対策を講じること。 

(5) 空気弁からの排水については、パイプシャフト内等でドレン設備を設けるなど、必要

な排水措置を講じること。 

(6) 高置水槽経由で給水する方式は、直結給水の効果が十分発揮できないため新設工事に

おいてはこの方式は認めない。 
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配管形態図 

 

直結直圧式 

（メーター地付けの例） 

 

１． 専用住宅・事務所（例） 

 

                                                                       ３Ｆ 

 

                                                                       ２Ｆ 

 

                                                                       １Ｆ 

 

 

 

 

          配水管 

 

２．集合住宅（例） 

                                                                                  

                                                                

                                                               ３Ｆ                                                                                                

                                                                

                                                               ２Ｆ 

                                                                

                                                               １Ｆ 

 

 

 

 

               配水管 

 

３．住宅・事務所・店舗の併用（例） 

                                                                    住  宅 

                                                  ３Ｆ   

                                                                    事務所 

                                                  ２Ｆ 

                                                                    店  舗 

                                                  １Ｆ 

 

 

 

 

               配水管 
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直結直圧式 

（メーター各戸の例） 

１．集合住宅（例） 

 

                                                   ５Ｆ 

 

 

                                                   ４Ｆ 

 

 

                                                   ３Ｆ 

 

 

                                                   ２Ｆ 

                                        

                                      非常用水栓 

                                                   １Ｆ 

 

 

 

              配水管 

                     

 

２．事務所ビル（自社ビルの例） 

 

                                                  ５Ｆ 

 

 

                                                  ４Ｆ 

 

 

                                                  ３Ｆ 

 

 

                                                  ２Ｆ 

                                      

 

                                     非常用水栓   １Ｆ 

 

 

 

                     

              配水管 
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直結増圧式 

１．集合住宅（例）

     10Ｆ

止水栓又は仕切弁      ９Ｆ

止水栓又は仕切弁      ８Ｆ

水道メーター      ７Ｆ

逆止弁      ６Ｆ

減圧式逆流防止器      ５Ｆ

    Ｐ 増圧設備      ４Ｆ

空気弁      ３Ｆ

     ２Ｆ

     １Ｆ

Ｐ

配水管

２．事務所ビル（自社ビルの例）

     10Ｆ

     ９Ｆ

     ８Ｆ

     ７Ｆ

     ６Ｆ

     ５Ｆ

     ４Ｆ

     ３Ｆ

     ２Ｆ

     １Ｆ

Ｐ

配水管

非常用水栓

非常用水栓
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５．２ 給水方式の併用 

 

 給水装置を併用する場合は、以下の点に留意すること。 

１．  同一建物で使用用途が同一の場合は、給水方式の併用は認めない。 

２．  同一建物で使用用途が異なり、それぞれが独立した区画の場合は給水方式の併用は認

める。 

３．  同一敷地内への給水管取出しは、給水方式が同一の場合は１箇所引込みとするが、給

水方式を併用する場合はそれぞれ別取出しとすることができる。 

４．  給水方式の併用を行う場合は、クロスコネクション（誤接続）等の事故を防止する配

管形態とすること。 

５．  併用方式の維持管理を容易にするため、給水系統の識別ができるよう配管等に表示を

行うこと。 

 

(1) 一建物が住居専用の場合は、給水方式の併用は認めない。 

(2) 集合住宅に併設される店舗等がある場合は、店舗等と住居とで給水方式の併用を認め

る。ただし、それぞれが独立した構造となる場合に限る。 

(3) 店舗等に設置するメーターは、建物外部に設置することができる。 

(4) 受水槽式給水の給水管口径の決定は時間平均使用水量から決定されるが、給水方式を

併用する場合は、口径決定に違いがあり直結系統の水圧低下が懸念されるため、受水槽

式給水の使用水量は、直結式と同様に瞬時最大使用水量を求め水理計算を行うこと。 

(5) 給水方式の識別は下記の例により行うこと。 

①  給水方式が識別できるように次の色とする。 

・直結式給水        青色 

・増圧式給水        黄色 

・受水槽式給水      橙色 

②  配 管 

 パイプシャフト内の配管などに給水方式が識別できるように表示を行うこと。 

③  止水栓きょう、メーターます内に給水方式が識別できるよう表示板などを設置する

こと。 

 

 

                                                 

６０㎜×４０㎜×１㎜以上                                          受水槽 

 

                               店   舗     店  舗      事務所 

        直      １   Ｆ    １  Ｆ      １  Ｆ 

        圧 

        式 

 

他の記載例（増圧式・受水槽式） 
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受水槽式と直圧式

     11Ｆ

     10Ｆ

     ９Ｆ

     ８Ｆ

     ７Ｆ

     ６Ｆ

     ５Ｆ

住宅

配水管
      受   Ｐ

受水槽式と増圧式

     10Ｆ

     ９Ｆ

     ８Ｆ

     ７Ｆ

     ６Ｆ

     ５Ｆ

     ４Ｆ

     ３Ｆ

     ２Ｆ

     １Ｆ 非常用水栓

配水管
 Ｐ

     ３Ｆ       事務所

     １Ｆ       店  舗

併用方式の配管例

        Ｐ  受

非常用水栓        適用除外
       施    設

     ４Ｆ

非常用水栓
     ２Ｆ       事務所
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５．３ 逆流防止装置 

 

１．  各世帯に設置するメーター毎に逆止弁を設置すること。 

２．  事務所ビルなどにおいては、各階分岐箇所毎に逆止弁を設置すること。 

３．  増圧設備には水道用減圧式逆流防止器（日本水道協会規格 ＪＷＷＡ Ｂ １３４）を使

用すること。 

４．  水道用減圧式逆流防止器の設置は、増圧設備の直前に設置すること。 

５．  水道用減圧式逆流防止器を設置する場合は、中間逃がし弁からの排水を確認できるよ

う吐水口空間を確保した間接排水とすること。 

６．  水道用減圧式逆流防止器に漏水検知器（警報器）を設置すること。 

 

(1)  中高層建物は、断水、減圧時における逆圧、又は負圧が生じた場合、水の逆流により

他の需要者に衛生上の危害を及ぼすおそれがあり、より安全な逆流防止対策を講じる必

要がある。 

 

５．４ 直結増圧設備 

        【構造・材質基準に係る事項】    

 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。 

（施行令第４条） 

 

(1)  増圧設備は、配水管の圧力では給水できない末端最高位の給水用具への吐水圧を確保

する設備である。通常は、加圧形ポンプ、制御盤、圧力タンク、逆止弁等をあらかじめ

組み込んだユニット形式となっている。増圧設備は、加圧形ポンプ等を用いて直結給水

する設備であり、他の需要者の水利用に支障を生じないよう配水管の水圧に影響を及ぼ

さないものでなければならない。 

 

直結増圧設備の設置にあたっては、下記の点に留意すること。 

１．  １建物に対して１ユニットとする。 

２．  設置場所は、供給する建物内の１階、又は地階部分に設置することを原則とする。な

お、既設建物の改造等でやむを得ず屋外に設置する場合は、凍結防止等の措置を施すこ

と。 

３．  設置場所は、ユニットの点検や維持管理のための十分なスペースを確保すること。ま

た、ポンプ室内は十分な換気設備、及び排水設備を施すこと。 

４．  増圧設備の呼び径は、給水管口径と同径、又はそれ以下とする。 

５．  自動停止、復帰の設定水圧は次によること。 

自動停止の設定水圧       増圧設備流入設計水圧（減圧式逆流防止器の直前）－0.05Mpa 

自動復帰の設定水圧       増圧設備流入設計水圧 

６．  圧力制御は、用途に応じた制御方式を採用するとともに、２次側の圧力設定値は、計

画瞬時最大使用水量時において建物の最上階で必要な吐水圧を確保でき、最下階で０．

６０MPa 以上にならないこと。なお、低層階などにおいて高水圧となる場合は、必要に

応じて減圧弁を設置することが望ましい。 

７．  ポンプ故障、停電時には断水となることから、非常給水用として非常用水栓（キー付

き不凍給水栓）を設置すること。 
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５．５ その他の留意事項 

 

 消火栓設備、空調設備等は給水装置に直接連結してはならない。 

 

(1) 消火用設備、空調用設備等への補給水を行う場合には必ず雑用水槽を設けること。 

 

６．水道メーター 

６．１ メーターの設置 

 

 水道メーターの設置は、施行基準「３．５水道メーターの設置」による。 

 

 

６．２ 計量及び徴収方式 

 

 市が設置した水道メーターにより計量・徴収を行う。 

 

 

７．既存施設からの改造 

 

 給水方式を受水槽方式から直結給水方式に切替える場合は、施行基準「１．６給水装置の

構造及び性能」を満足すること。 

１．  既設配管を再使用せず極力新設配管とすることが望ましいが既設配管を再使用する場

合、所有者は、既設配管の状況等を十分調査すること。 

２．  所有者は、水圧試験・水質検査を行うこと。 

３．  直結給水の効果を十分発揮するため、高置水槽を経由しない給水方式を原則とする。 

４．  対象建物、メーター回りの配管等についても、本要綱にもとづくものとする。 

 

(1) 既設配管を直結給水装置として再使用することは、水圧上昇による漏水、赤水等の問

題が発生するおそれがあるため、やむを得ず再使用する場合は、所有者が材質・構造、

配管経路、管種、口径、給水器具類、使用期間等を十分調査し、再使用する部分を最小

限にする必要がある。 
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既存施設の改造例 

 

（１）ポンプ直送方式を改造する例（集合住宅） 

 

 

               新設部 

               既設部 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

                              受     Ｐ 

 

                                       

 

 

  配水管 

 

（２）高置水槽を撤去し改造する例（事務所ビル） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           受 

                                                 Ｐ 

                                 Ｐ 

 

 

 

 

         配水管 
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８． 完成試験 

８．１ 試験の範囲 

 

 試験の範囲は配水管分岐箇所から、末端給水用具までとする。また、既設建物を直結給水

方式に改造した場合も同様とする。 

 

 

８．２ 水圧試験方法 

 

 所有者は、給水装置完成後、通水及び水圧試験を実施する。ただし、「増圧設備」の水圧試

験は除外する。 

 

(1) 増圧設備は、製造元の工場において既に必要な水圧試験を実施済みである。このユニ

ットは、試験圧がかかると損傷するおそれのある機器が取り付けられているため、現場

で水圧試験は行わないこと。 

 

直結増圧式給水 

 

 

 

                  水圧試験除外 

 

                  水圧試験範囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Ｐ 

 

                                                直結増圧設備 

       配水管 
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８．３ 増圧設備試験運転 

 

 所有者は、以下の項目について試験運転を行ない確認すること。 

１．  増圧設備の運転は、製造メーカー等専門的技術者の立会のもと実施すること。 

２．  協議書による水理計算に明記された、流入圧力・吐水圧力制御設定値（運転停止・復

帰）の確認を行うこと。 

３．  末端最高位の給水用具でも、適切な吐水量が確保できる水圧があること。 

 

(1)  流入圧力制御設定値は、市が提示した配水管水圧より計算した値で設定すること。 

(2)  実際の流入水圧を確認すること。 

 

８．４ 竣工検査 

 

 指定給水装置工事事業者は、工事完成後速やかに竣工図書を提出し、市の竣工検査を受け

なければならない。 

 

 

９．直結給水装置の維持管理 

９．１ 給水条件承諾書の提出 

 

 申請者は、工事竣工時に、直結直圧式給水条件承諾書（第４号様式）、または直結増圧式給

水条件承諾書（第５号様式）を市に提出すること。 

 

(1)  市は、事前協議に、直結給水事前協議回答書（第３号様式）を申請者に渡し、給水方

式の決定を行う。 

(2)  市は、事前協議時に、直結直圧式給水条件承諾書（第４号様式）、または直結増圧式給

水条件承諾書（第５号様式）を申請者に渡し、申請者は工事竣工届時にメーター番号・

管理人名等を記載し、市へ提出すること。 

(3)  所有者及び管理人は、計画的な断水、及び緊急的な断水の際に水の使用ができなくな

ること等、承諾書の内容を十分熟知し、使用者にこの装置が条件付きのものであること

を周知すること。 

 

９．２ 維持管理 

 

 維持管理については、給水条件承諾書の内容に基づき、所有者が適正に行うこと。 

１．  直結増圧式の場合、停電、故障等により増圧設備が停止した時は断水になることを

居住者に周知すること。 

２．  増圧設備の故障等による断水の場合は、増圧設備の製造業者等に連絡するよう管理

人に周知すること。 

３．  増圧設備、及び減圧式逆流防止器は、年１回以上の保守点検を行うこと。 

４．  下記の２つの措置により、緊急時に迅速かつ的確な対応が図られること。 

（１）  増圧設備には、警報装置を設置すること。 

（２）  給水条件承諾書に記載した管理責任者等の連絡先を標示板に記入し、ポンプ室、

及び管理人室に設置して周知を図ること。 
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５． ポンプ室、及び管理人室等に設備の竣工図を常備しておくこと。 

(1) 増圧設備を含む給水装置の管理責任は設置者側にあるため、増圧設備の機能を確

保するためには定期点検等の維持管理が必要であり、設置者（所有者）は緊急時の

対応ができるよう維持管理業者名と連絡先を必要箇所に明示すると共に、使用者に

対して直結増圧方式の特性を周知させること。 

(2) 増圧設備の修理には専門的な知識が必要であり、製造業者等に連絡する体制が必

要である。 

(3) 専門的な技術を持った維持管理業者等と、保守点検契約することが望ましい。 

 

 

１０．手続き方法 

１０．１ 協議方法 

 

１．  申請者は、下記書類を提出し協議を行うこと。 

（１） 直結給水方式についての協議書（第６号様式） 

（２） 計画使用水量等の計算書 

（３） 水理計算書 

２．  計画使用水量の算定等は「施行基準」に基づき算出すること。 

３．  関係図書の提出は、案内図・配置図・各階設備平面図・立体系統図等の必要とする

図面２部を提出すること。 

 

 

１０．２ 各種の変更及び取消し 

 

１．  下記事項に該当する場合は、設計変更を行うこと。 

（１） 計画使用水量に変更が生じた場合。 

（２） 給水装置工事申込み後、給水管の口径に変更が生じた場合。 

２．  協議を取消す場合は、「直結給水方式についての協議書の取消届」（第７号様式）に

必要事項を記入・押印し提出すること。 

３．  申請者を変更する場合は、「申請者変更届」（第８号様式）に必要事項を記入・押印

し提出すること。 

 

１０．３ 開発負担金 

 

 「塩竈市水道事業給水条例」に基づき計画使用水量が５㎥以上の場合は、建築物負担金の

対象となる。 

 

(1) 市の給水を受ける一給水装置で使用する水量が、５㎥以上の場合に対象となる。 

 

 

附 則 

１．「３階建て直結給水施行基準」は、平成１２年３月３１日にて廃止する。 

２． この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

３． この要綱は、平成１9年７月１日から施行する。 

４． この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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第１号様式 

直結給水事前協議申請書 

 

    年    月    日 

塩 竈 市 長 殿          

 

申 請 者  住 所 

 

       氏 名                 印 

       ＴＥＬ 

協 議 者  住 所 

 

       社 名                 印 

       ＴＥＬ 

 

下記の建物に直結給水（  □ 直結直圧式  □ 直結増圧式 ）をしたいので事前協議を申請します。 

事 前 協 議 受 付 番 号  第   号 受 付 日   年  月  日 

１． 建 築 場 所 
塩 竈 市     

多賀城市 

２． 建 築 名 称  

３． 建 築 概 要 

建 築 物  

建 築 階 高 地上  階・地下  階 給 水 階 高 地 上   階 ・ 地 下   階 

用 途 実 態  

４． 給 水 概 要 

給 水 装 置 □  新   設       □  既   設 

給 水 戸 数  

方 式 併 用 □  無   し       □  受 水 槽 式 と の 併 用 

５． 工 期     年   月   日 ～     年   月   日 （ 予 定 ） 

６． 使 用 水 量 計画使用水量     ㎥/日 ， 瞬時最大流量     Ｌ/分（    Ｌ/秒） 

７． 分 岐 口 径 配水管 ＤＩＰ，ＣＩＰ，ＶＰ，ＳＰ，ＰＰ φ  ｍｍ×取出給水管φ   ｍｍ 

８． ポ ン プ 型 式 メーカー名  型 式 名  

９． ポ ン プ 仕 様 ポンプ口径 ｍｍ 最 大 給水 量 Ｌ/秒 

備  考 

◎ 上記の必要事項を記載し、添付図面を提出すること。 

◎ 用途業態、給水戸数欄には、内訳を具体的に記載すること。 
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第２号様式 

 

 

直結給水事前調査結果書 

 

     年     月     日 

 

 

水圧等事前調査の結果は、次のとおりです。 

 

給 水 方 式 □  直 結 直 圧 式    □  直 結 増 圧 式    □  併  用  式 

調 査 箇 所 

塩 竈 市     

多賀城市 

地盤高（配水管上から） ｍ 配 水 系 統  

水 圧 状 況 現 状 水 圧 実 測 

測 定 日 
第 一 回 目     年   月   日 

第 二 回 目     年   月   日 

消 火 栓 番 号 実 測 最 小 動 水 圧 補 正 最 小 動 水 圧 

 （１回目） MPa （ １ 回 目 ） MPa 

 （２回目） MPa （ ２ 回 目 ） MPa 

管 網 状 況 

配 水 管 口 径 φ    ｍ ｍ 管 種 
 □ ＤＩＰ   □ ＶＰ   □ ＳＰ 

 □ ＣＩＰ   □ ＰＰ 

 

《自記録水圧測定記録用紙は、裏面に添付》 

検 討 結 果 

 

配水管設計水圧       ＭＰａとする。 
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第３号様式 

直結給水事前協議回答書 

 

     年     月     日 

（ 申 請 者 ） 

住  所 

                

氏  名               様 

 

（ 協 議 者 ） 

住  所 

                

氏  名               様 

Ｔ Ｅ Ｌ 

 

塩竈市長 佐藤 光樹 

 

 

 

 

直結給水事前協議の結果について 

 

         年     月     日付けで事前協議依頼のありました下記の物件につきましては、

次のとおりお知らせいたします。 

 

 

  本物件につきまして調査・検討の結果、直結給水（  □  直結直圧式  ・  □  直結増圧式 ） 

 

が（ □  可能  ・  □  不可能 ）です。 

 

  なお、付近配水管の水圧状況、及び管網を調査した結果、当該地の配水管水圧は、 

 

００００００００ＭＰａで設計することができます。 

 

 

 

事 前 協 議 受付 番 号 第        号 

建 築 場 所  

建 築 名 称  

 

※ 裏面の内容を厳守し、設計を行ってください。 
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□ 直結給水が可能ですので、下記内容を厳守し、設計を行ってください。 

 

◇  配水管の切替工事及び事故等、計画的あるいは緊急的に断水・減水・濁

り水等を伴うことがありますので、給水方式による長所・短所を十分考慮

のうえ、最適な給水方式を採用してください。 

◇  給水装置の設計に当たっては、「給水装置工事設計施工基準」及び「中高層建物直

結給水取扱要綱」に基づいてください。 

◇  増圧給水方式となる場合は、維持管理を十分考慮した建築構造とする必要がありま

す。 

◇  当該地の配水管水圧が変更になる場合がありますので、回答後２年を経過した場合

は、再度協議が必要です。 

◇  建築規模及び用途に変更がある場合は、再度協議が必要です。 

◇  本協議時に本書をご持参ください。 

 

□ 下記理由により直結給水が不可能ですので、他の給水方式を採用してください。 

 

◇  直結給水対象外建物です。 

◇  当該地は、申請物件に必要とする水圧が確保されておりません。 

◇  当該地の配水管に影響を与えるため、直結給水が不可能です。 

◇  その他の理由 

 

 

備   考 

 

 

担

当 
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第４号様式 

直結直圧式給水条件承諾書 

 

     年     月     日 

塩 竈 市 長 殿          

事 前 協 議 受 付 番 号  第     号 承 諾 受 付 番 号 第    －    号 

建 築 場 所  

建 築 名 称  

所 有 者 住 所  

 氏 名 印  

 電 話 番 号 ＴＥＬ    （    ）        

管 理 人 住 所  

 氏 名 印  

 電 話 番 号 ＴＥＬ    （    ）        

 

直結直圧式給水をするにあたり、下記の条件を承諾いたします。 

記 

１． 使用者等への周知 

次の特徴を理解し、使用者等に周知いたします。 

（１） 水圧低下に伴い出水不良等が生じた場合には、非常用水栓を使用いたします。 

（２） 計画的な断水及び緊急的な断水の際に、水の使用が出来なくなることを承諾いたします。 

２． 用途の変更について 

  直結給水建築物申請において、許可された用途内容の変更はいたしません。また、建築物の改造工事を行

う場合には、事前に協議をいたします。 

３． 損害の賠償について 

  直結直圧式給水による逆流または漏水等が発生し、貴市若しくはその他の使用者等に損害を与えた場合は、

責任をもって補償いたします。 

４． 管理人等の変更届について 

  直結直圧式給水の所有者または管理人を変更するときは、変更後の所有者または管理人にこの装置が条件

付きのものであることを周知し、本様式により貴市に届けます。 

５． 既設配管使用の責任について 

  既設の受水槽以下の装置を使用し、直結直圧式給水に変更した場合、これに起因する漏水等の事故につい

ては、所有者（設置者）または使用者等の責任において解決するとともに、貴市の指導により速やかに改善

します。 

６． メーター交換時の措置 

  計量法に基づく水道メーターの取替え及び水道メーターの異常等による取替えの際には、貴市に協力し断

水することを承諾します。 

７． 条例・規程の厳守 

  上記各項の他、取扱い上必要な事項は、塩竈市水道事業給水条例・同施行規程を厳守して施行いたします。

（給水装置は塩竈市水道事業給水条例第２１条により、管理上の責任は所有者、使用者の方々にあります。） 

８． その他 

（１） 貴市が行う水量・水圧・漏水防止等の調査について協力いたします。 

（２） オートロックマンション等の検針及びメーター交換業務時の入館について協力いたします。 
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第５号様式 

直結増圧式給水条件承諾書 

     年     月     日 

塩 竈 市 長 殿          

事 前 協 議 受 付 番 号 第     号 承 諾 受 付 番 号 第    －    号 

建 築 場 所  

建 築 名 称  

所 有 者 住 所  

 氏 名                                      印 

 電 話 番 号 ＴＥＬ    （    ）        

管 理 人 住 所  

 氏 名 印  

 電 話 番 号 ＴＥＬ    （    ）        

 

直結増圧設備を設置するにあたり、下記の条件を承諾いたします。 

記 

１． 使用者等への周知 

次の特徴を理解し、使用者等に周知いたします。 

（１）   停電や故障等により直結増圧設備が停止した時、または制限給水等により一時的な断水や水圧低下に伴

う出水不良及び濁水が発生した時には、非常用水栓を使用いたします。 

（２）   計画的な断水及び緊急的な断水の際に、水の使用ができなくなることを承諾いたします。 

２． 用途変更について 

  直結給水建築物申請において、許可された用途内容の変更はいたしません。また、建築物の改造工事を行

う場合は、事前に協議をいたします。 

３． 定期点検等について 

  直結増圧設備の機能を適正に保つため、適宜、保守点検及び修理を行うとともに、１年以内毎に１回以上

の定期点検を行います。 

４． 損害の賠償について 

  直結増圧設備の設置に起因して、逆流または漏水が発生し、貴市若しくはその他の使用者等に損害を与え

た場合は、責任をもって補償いたします。 

５． 管理人等の変更届について 

  直結増圧設備の所有者または管理人を変更する時は、変更後の所有者または管理人にこの装置が条件付き

のものであることを周知し、本様式により貴市に届けます。 

６． 既設配管使用の責任について 

  既設の受水槽以下の装置を使用し、増圧設備を設置した場合、これに起因する漏水等の事故については所

有者（設置者）または使用者等の責任において解決するとともに、貴市の指導により速やかに改善します。 

７． メーター交換時の措置 

  計量法に基づく水道メーターの取替え及び水道メーターの異常等による取替えの際には、貴市に協力し断

水することを承諾します。 

８． 条例・規程の厳守 

  上記各項の他、取扱い上必要な事項は、塩竈市水道事業給水条例・同施行規程を厳守して施行いたします。 

９． その他 

（１） 貴市が行う水量・水圧・漏水防止等の調査について協力いたします。 

（２） オートロックマンション等の検針及びメーター交換業務時の入館について協力いたします。 
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直結増圧設備における維持管理について 

 

 

  この建物の水道には、増圧設備及びこれに付属する設備が設置されていますが、この設備を設置した場合、

適正な維持管理を行わないと給水に支障が生じることがあります。 

  つきましては、次の事項を十分ご理解のうえ、使用するよう心がけてください。 

 

 

１． 給水装置の維持管理上の注意事項 

（１）   増圧設備を含む給水設備は水道法上の給水装置であり、塩竈市水道事業給水条例第２１条により管

理上の責任は所有者、使用者の方々ご自身にあります。 

（２）   正常な給水、逆流の防止等、設備の機能維持の観点から、増圧設備について１年以内毎に１回以上

の定期的な保守点検を行う必要があります。 

（３）   増圧設備の周囲は常に清潔に保ち、雨水や汚水などに設備が水没することのないように注意してく

ださい。 

（４）   地震、その他の異常があった場合など必要と認められるときには、その都度点検を行ってください。 

（５）   給水装置の改造、修繕工事などの工事を行うときは、塩竈市指定給水装置工事事業者に依頼してく

ださい。 

（６）   水道メーターの取替え作業が容易に行え、検針に支障がないようにしてください。 

 

２． 事故時の対応 

（１）   ポンプ停止等設備の故障の修理時は、増圧設備の製造業者などが対応します。 

なお、緊急時の連絡先は、設備に明示してありますので確認しておいてください。 

（２）   停電及び増圧設備の故障等により、給水に支障が生じた場合でも、配水管の水圧が通常どおりであれ

ば、通電または修理が完了するまで１階等に設置している非常用水栓が使用できます。 

（３）   本市の工事等により断水や濁水が発生する場合は、あらかじめ水の汲み置き等をお願いします。 

 

３． 賃貸する場合 

  この設備を設置した建物を第三者に賃貸する場合は、使用者等にこの設備の使用上の注意等を周知さ

せてください。 

 

４． 損害の賠償 

  この設備に起因して逆流または漏水等が発生し損害が生じた場合、所有者にて解決してください。 

 

５． 調査の承諾と改善指示の履行 

  この設備の構造、材料及び維持管理状況等に関し、本市が必要と認めたときは調査させていただきま

す。 

  また、調査の結果不適正な場合は、改善の指導を行いますので指定期間内に改善してください。 

 

６． 所有者または管理人の変更の届出 

  所有者または管理人に変更があった場合は、速やかに本市窓口に届出ください。 
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第６号様式 

直結給水方式についての協議書 

 

（ 事前協議  □ 無  ，□ 有  事前協議受付番号   第         号 ） 

工 事 種 別 □ 新   設               □ 改   造               □ 設 計 変 更           

協 議 内 容 □ 直 結 直 圧 方 式               □ 直 結 増 圧 方 式               □ 併 用 方 式           

申 請 地 
塩 竈 市     

多賀城市 

申 請 者 住 所  

 氏 名  

建 築 概 要 

建 築 名 称  用 途 実 態 
 

総 階 数       ： 地上      階 ・ 地下      階 

 

協 議 階 数       ： 地上      階 ・ 地下      階 

総 戸 数             戸 

 

戸 数             戸 

計画一日最大給水量 

プ ー ル               ℓ   ・   前回協議水量               ℓ ／日 

 

そ の 他               ℓ   ・   一般用水量               ℓ ／日 

分 岐 口 径 

 □  新 規           ・      □  既 設       

□ ＤＩＰ  ・  □ ＣＩＰ  ・  □ ＳＰ  ・  □ ＰＰ  ・  □ ＶＰ 

被 分 岐 管 口 径  φ       ｍ ｍ  ×  分岐管口径       φ       ｍ ｍ 

メ ー タ ー 

 □  新 規           ・      □  既 設       

□ 直結地付   ・   □ 直結各戸   ・   □ 増圧地付   ・   □増圧各戸 

φ    ｍｍ ×   個  ，  φ    ｍｍ ×   個  ，φ    ｍｍ ×   個 

 

φ    ｍｍ ×   個  ，φ    ｍｍ ×   個  ，  合 計            個 

給 水 内 容 設 計 水 圧 ＭＰａ 併 用 □ 有   ・   □ 無 

増 圧 設 備 メーカー名  型 式 名  

工 期     年   月   日    ～       年   月   日 

既 設 給 水 装 置 □ 有   ・   □ 無 
水栓番号  メーター口径 ｍｍ 

取出口径 φ      ｍ ｍ  ×  φ      ｍ ｍ 

 

建築物開発負担金   （  対  象 ・ 対象外  ）                           装置廃止             件 

 

控 除 水 量           （  対  象 ・ 対象外  ）                           分岐止φ           ヶ所 

                                                                            φ           ヶ所 

                                                                            φ           ヶ所 

 

協  議  者   社    名 

             担 当 者 

             Ｔ Ｅ Ｌ 
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第７号様式 

 

直結式給水についての協議書の取消届 

 

 

      年      月      日 

 

 

塩 竈 市 長 殿          

 

 

 

１． 申 請 地 住 所               塩 竈 市     

                            多賀城市 

 

 

２． 建 築 物 名                 

 

 

３． 協 議 受 付 月 日                       年      月      日  

 

 

４． 協 議 受 付 番 号               第            号 

 

 

５． 工 事 内 容               新   設   ・   改   造 

 

 

６． 取 消 理 由                

 

 

 

上記により直結給水方式についての協議書の申請を取消ししたいのでお届けします。 

 

 

 

 

 

                                     申  請  者 

                                                  住      所 

 

                                                  氏      名                                     印 
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第８号様式 

 

申 請 者 変 更 届 

 

 

      年      月      日 

 

 

塩 竈 市 長 殿          

 

 

 

 

  先に届出いたしました、直結給水方式についての協議について、申請者を下記理由により 

 

                              から                              へ変更することをお届けします。 

 

今回の申請者変更に伴い、旧申請者                             が貴市に納入いたしました開発負担金 

 

一金                   円也につきましては、その権利が新申請者に帰属することを併せてお届けします。 

 

 

 

 

 

 

変更理由 

 

 

 

 

 

 

 

                                旧申請者 

                                             住    所 

 

                                             氏    名                                      印 

 

                                新申請者 

                                             住    所 

 

                                             氏    名                                      印 

 


